
2021年4月1日

医業に従事する医師の「時間外・休日労働の上限規制」
及び「断続的な宿日直許可制度」について

•安芸労働基準監督署



全体像（1/2）
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「医師の働き方改革 2024年4月までの手続きガイド」より抜粋



全体像（2/2）
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「医師の働き方改革 2024年4月までの手続きガイド」より抜粋



１ 時間外・休日労働の上限規制について

２ 医師の研鑽、副業・兼業にかかる労働時間・時間外労働について

３ 医療機関における宿日直許可について

４ 各種支援について

本日の説明内容
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１ 時間外・休日労働の上限規制について



～労働時間・休日に関する原則～
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法律で定められた労働時間の限度
１日８時間 及び １週40時間

法律で定められた休日
毎週少なくとも１日

これを超えるには
36協定の締結・届出が必要



医療施設の最適配置の推進
（地域医療構想・外来機能の明確化）

■ これまでの我が国の医療は医師の長時間労働により支えられており、今後、医療ニーズの変化や医療の高度化、少子化に伴う医療の担い手
の減少が進む中で、医師個人に対する負担がさらに増加することが予想される。

■ こうした中、医師が健康に働き続けることのできる環境を整備することは、医師本人にとってはもとより、患者・国民に対して提供される
医療の質・安全を確保すると同時に、持続可能な医療提供体制を維持していく上で重要である。

■ 地域医療提供体制の改革や、各職種の専門性を活かして患者により質の高い医療を提供するタスクシフト/シェアの推進と併せて、医療機
関における医師の働き方改革に取り組む必要がある。

医師の働き方改革

医師の働き方改革

【業務が医師に集中】

【労務管理が不十分】

長時間労働を生む構造的な問題への取組 医療機関内での医師の働き方改革の推進

時間外労働の上限規制と健康確保措置の適用（2024.4～）

地域医療等の確保
医療機関が医師の労働時間

短縮計画の案を作成

評価センターが評価

都道府県知事が指定

医療機関が
計画に基づく取組を実施

地域間・診療科間の医師偏在の是正

国民の理解と協力に基づく適切な受診の推進

適切な労務管理の推進

タスクシフト/シェアの推進
（業務範囲の拡大・明確化）

特に救急、産婦人科、外科や若手の
医師は長時間の傾向が強い

病院常勤勤務医の約４割が年960時間超、
約１割が年1,860時間超の時間外・休日労働

【医師の長時間労働】

＜行政による支援＞

・医療勤務環境改善支援センター
を通じた支援

・経営層の意識改革（講習会等）

・医師への周知啓発 等

医療機関に適用する水準 年の上限時間 面接指導 休息時間の確保

Ａ （一般労働者と同程度） 960時間

義務

努力義務

連携Ｂ（医師を派遣する病院） 1,860時間
※2035年度
末を目標に終

了 義務
Ｂ （救急医療等）

C-1  （臨床・専門研修）
1,860時間

C-2  （高度技能の修得研修）

患者への病状説明や血圧測定、
記録作成なども医師が担当

36協定が未締結や、客観的な時間管理
が行われていない医療機関も存在

全ての医療専門職それぞれが、自らの能力を活かし、
より能動的に対応できるようにする

医師の健康確保

面接指導
健康状態を医師がチェック

休息時間の確保
連続勤務時間制限と

勤務間インターバル規制
（または代償休息）

質・安全が確保された医療を持続可能な形で患者に提供

労務管理の徹底、労働時間の短縮
により医師の健康を確保する

現状 目指す姿

対策

一部、法改正で対応

法改正で対応
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令和６年４月１日以降の36協定の様式（特別条項なし版）
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令和６年４月１日以降の36協定の様式（特別条項あり版①）
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令和６年４月１日以降の36協定の様式（特別条項あり版②）
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令和６年４月１日以降の36協定の様式（特別条項あり版③）



令和６年４月１日以降の36協定の様式のダウンロードについて
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令和６年４月１日以降の36協定の様式のダウンロード：
厚生労働省ホームページ

Word形式でのダウンロードになります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/k
oyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html
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２ 医師の研鑽、副業・兼業にかかる労働時間・時間外
労働について



医師の研鑽に係る労働時間の考え方について
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原則

１ 所定労働時間内において、医師が、院内等にお
いて研鑽を行う場合は、当然に労働時間になる。

２ 所定労働時間外に行う医師の研鑽は、
① 診療等の本来業務と直接の関連性なく、かつ、
② 上司の明示・黙示の指示によらずに行われる
限り、在院であっても、一般的に労働時間に該当
しない。

9：00 18：00

所定内労働時間 所定外労働時間

１ 当然に労働時間 ２ 労働時間でない可能性あり



医師の研鑽に係る労働時間の考え方について
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類型

１ 一般診療における新たな知識、技能の習得のための
学習

２ 博士の学位を取得するための研究及び論文作成、専
門医を取得するための症例研究や論文作成

３ 手技を向上させるための手術の見学

それぞれ基本的な考え方が示されているが、い
ずれも、「上司の明示・黙示の指示なく」、
「業務上必須でなく」、「自由な意思に基づい
て」行われることが必要。



医師の研鑽に係る労働時間の考え方について
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手続の整備（例）

・ 本来業務及び本来業務に不可欠な準備・後処理
のいずれにも該当しないこと

・ 研鑽を行わないことについて制裁等の不利益が
ないこと

・ 研鑽を上司として指示しておらず、本来業務及
び本来業務に不可欠な準備・後処理等の業務から
離れてよいこと

について、上司と研鑽を行う医師との間で確認を行
うことなどが考えられる。



医師の研鑽に係る労働時間の考え方について
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環境の整備のために講ずることが望ましい措置

ア 研鑽場所と勤務場所を分ける、研鑽を行う場合
には白衣を着用せずに行うこと等、外形的に明確
に見分けられる措置を講ずること

イ 労働時間に該当しない研鑽に対する考え方、手
続等を明確化し、書面等に示すとともに、関係者
に周知すること

ウ 手続についての記録を保存すること。（保存期
間を定めること。）



副業・兼業に係る労働時間について
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法定労働時間（労基法第32条）について、その
適用において自らの事業場における労働時間及び
他の使用者の事業場における労働時間が通算され
る。
時間外労働（労基法第36条）のうち、時間外労

働と休日労働の合計で単月100時間未満、複数月
平均80時間以内の要件については、労働者個人の
実労働時間に着目し、当該個人を使用する使用者
を制限するものであり、その適用において自らの
事業場における労働時間及び他の使用者の事業場
における労働時間が通算される。

労働時間の通算

通算して適用される規定



副業・兼業に係る労働時間について
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労働時間の通算

通算されない規定

36協定において定める延長時間が事業場ごとの
時間で定められていることから、それぞれの事業
場における時間外労働が36協定に定めた延長時間
の範囲内であるか否かについては、自らの事業場
における労働時間と他の使用者の事業場における
労働時間とは通算されない。
休憩（労基法第34条）、休日（労基法第35条）、

年次有給休暇（労基法第39条）については、労働
時間に関する規定ではなく、その適用において自
らの事業場における労働時間及び他の使用者の事
業場における労働時間は通算されない。



副業・兼業に係る労働時間について
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副業・兼業の確認

① 確認方法

使用者は、労働者からの申告等により、
副業・兼業の有無・内容を確認する。

その方法としては、就業規則、労働契約等に副業・兼業
に関する届出制を定め、既に雇い入れている労働者が新た
に副業・兼業を開始する場合の届出や、新たに労働者を雇
い入れる際の労働者からの副業・兼業についての届出に基
づくこと等が考えられる。
使用者は、副業・兼業に伴う労務管理を適切に行うため、

届出制など副業・兼業の有無・内容を確認するために仕組
みを設けておくことが望ましい。



副業・兼業に係る労働時間について
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副業・兼業の確認

② 確認する事項

• 他の使用者の事業場の事業内容
• 他の使用者の事業場で労働者が従事する業務内容
• 労働時間通算の対象となるか否かの確認

労働時間通算の対象となる場合には、併せて次の事項につい
て確認し、各々の使用者と労働者との間で合意しておくことが
望ましい。
• 他の使用者との労働契約の締結日、期間
• 他の使用者の事業場での所定労働日、所定労働時間、始業・

終業時刻、
• 他の使用者の事業場での所定外労働の有無、見込み時間数、

最大時間数
• 他の使用者の事業場における実労働時間等の報告の手続
• これらの事項について確認を行う頻度



副業・兼業に係る労働時間について
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通算して時間外労働となる部分

① 所定労働時間

自らの事業場における所定労働時間と他
の使用者の事業場における所定労働時間と
を通算して、自らの事業場の労働時間制度
における法定労働時間を超える部分がある
場合は、時間的に後から労働契約を締結し
た使用者における当該超える部分が時間外
労働となり、当該使用者における36協定で
定めるところによって行うこととなる。



副業・兼業に係る労働時間について
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通算して時間外労働となる部分

① 所定労働時間

【所定労働時間の把握】
他の使用者の事業場における所定労働時

間は、副業・兼業の確認の際に把握してお
くことが考えられる。



副業・兼業に係る労働時間について
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通算して時間外労働となる部分

② 所定外労働時間

所定労働時間の通算に加えて、自らの事業場における所定外
労働時間と他の使用者の事業場における所定外労働時間とを当
該所定外労働が行われる順に通算して、自らの事業場の労働時
間制度における法定労働時間を超える部分がある場合は、当該
超える部分が時間外労働となる。
各々の使用者は、通算して時間外労働となる時間のうち、自

らの事業場において労働させる時間については、自らの事業場
における36協定の延長時間の範囲内とする必要がある。
各々の使用者は、通算して時間外労働となる時間（他の使用

者の事業場における労働時間を含む。）によって、時間外労働
と休日労働の合計で単月100時間未満、複数月平均80時間以内
の要件を遵守するよう、1か月単位で労働時間を通算管理する
必要がある。



副業・兼業に係る労働時間について
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通算して時間外労働となる部分

② 所定外労働時間

【所定外労働時間の把握】
他の使用者の事業場における実労働時間は、労働者から

の申告により把握する
他の使用者の事業場における実労働時間は、労基法を遵守するため

に把握する必要があるが、把握の方法としては、必ずしも日々把握す
る必要はなく、労基法を遵守するために必要な頻度で把握すれば足り
る。
例えば、時間外労働の上限規制の遵守等に支障がない限り、
• 一定の日数分をまとめて申告等させる

（例：一週間分を週末に申告する等）
• 所定労働時間どおり労働した場合には申告等は求めず、実労働

時間が所定労働時間どおりではなかった場合のみ申告等させる
• 時間外労働の上限規制の水準に近付いてきた場合に申告等させ

る
などとすることが考えられる。



副業・兼業に係る労働時間について
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通算して時間外労働となる部分

③ 事例Ⅰ

甲事業主と「所定労働時間８時間」を内容とする労働契約を締結している
労働者が、甲事業場における所定労働日と同一の日について、乙事業主と新
たに「所定労働時間３時間」を内容とする労働契約を締結し、それぞれの労
働契約のとおり労働した場合。

甲事業場：８時間
（休憩１時間）

8:00 17:00 18:00

乙事業場
３時間

21:00

乙事業場
３時間

甲事業場：８時間
（休憩１時間）

8:00 11:00 12:00 21:00



副業・兼業に係る労働時間について
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通算して時間外労働となる部分

③ 事例Ⅱ

甲事業主と「所定労働日は月曜から金曜日、所定労働時間1日8時間」を内
容とする労働契約を締結している労働者が、乙事業主と新たに「所定労働日
は土曜日、所定労働時間５時間」を内容とする労働契約を締結し、それぞれ
の労働契約のとおりに労働した場合

甲事業場：８時間

乙事業場：５時間

甲事業場：８時間

甲事業場：８時間

甲事業場：８時間

甲事業場：８時間

日

月

火

水

木

金

土

40時間



副業・兼業に係る労働時間について
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通算して時間外労働となる部分

③ 事例Ⅲ

甲事業主と「所定労働時間４時間」という労働契約を締結している労働者
が、新たに乙事業主と、甲事業場における所定労働日と同一の日について、
「所定労働時間４時間」という労働契約を締結し、甲事業場で５時間労働し
て、その後乙事業場で４時間労働した場合。

甲事業場：４時間 乙事業場：４時間

甲事業場：４時間 乙事業場：４時間
甲

１時間

契約上の
労働時間

実際の労
働時間

通算
９時間

通算
８時間



副業・兼業に係る労働時間について
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通算して時間外労働となる部分

③ 事例Ⅳ

甲事業主と「所定労働時間３時間」という労働契約を締結している労働者
が、新たに乙事業主と、甲事業場における所定労働日と同一の日について、
「所定労働時間３時間」という労働契約を締結し、甲事業場で５時間労働し
て、その後乙事業場で４時間労働した場合。

甲事業場：３時間 乙事業場：３時間

甲事業場：３時間 乙事業場：３時間
甲

２時間

契約上の
労働時間

実際の労
働時間

通算
９時間

通算
６時間

乙
１時間
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３ 医療機関における宿日直許可について



医師の働き方改革における宿日直許可と地域医療の確保に関する指摘

33

Q. なぜ、宿日直許可の取得を検討する医療機関が増えているのでしょうか。

A. 宿日直許可を受けた場合には、その許可の範囲で、労働基準法上の労働時間規制が適用除外となります。今後、
令和６年４月から医師の時間外労働の上限規制がスタートしますが、

(1) 宿日直許可を受けた場合には、この上限規制との関係で労働時間とカウントされないこと、

(2) 勤務と勤務の間の休息時間（勤務間インターバル）との関係で、宿日直許可を受けた宿日直（９時間以上連続
したもの）については休息時間として取り扱えること、

など、医師の労働時間や勤務シフトなどとの関係で重要な要素になることが考えられます。

← 大学病院からの応援で成り立っている地方の医療機関では、宿日直許可が取れないために、通算の上限時間
超過を懸念する大学病院から医師を引き上げられ、医療提供体制を縮小せざるを得なくなる。

医師の働き方改革と宿日直許可

●大学病院等の医療機関が医師の派遣を通じて地域の医療提供体制を確保している状況

地域医療の確保に関する指摘

（令和４年３月18日 医師の働き方改革に関する要望書 より）

地域医療確保のためには、医療機関が適切に宿日直許可を取得することが重要との指摘。
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宿日直許可に関するＦＡＱ（抜粋）

Q. 他の医療機関から派遣され、兼業として宿日直勤務のみ行う医師（以下「非常勤の医師」といいます）につい
ては、宿日直許可の対象とならないと聞きましたが本当でしょうか。

A. いいえ、非常勤の医師についても宿日直許可の対象となります。

Q. 「救急」や「産科」では宿日直許可を得ることはできないと聞いたのですが本当でしょうか。

A. 「救急」や「産科」でも許可基準に該当していれば、宿日直許可を得ることはできます。実際に「救急」や
「産科」での許可事例があります。

Q. 大学病院やそれに準ずるような大きな医療機関でも宿日直許可は取得できるのでしょうか。

A. 可能です。医療機関内での医師同士の役割分担やタスクシフト/シェア等の工夫により取得しているケースもあ
るようです。また、厚生労働省の調査（令和４年３月）では、大学病院の約７割が宿日直許可を取得済みである
と回答しています。
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宿日直許可に関するＦＡＱ（抜粋）

Q. 地域で夜間の診療について輪番制を採用している場合に、非輪番日であることを前提とした宿日直許可申請を
行うことはできるのでしょうか。

A. 可能です。実際に勤務の労働密度が薄い非輪番日のみを対象とした許可事例があります。

Q. 準夜帯は一定数の患者が来ることが多いので、準夜帯以外の宿直時間だけの宿日直許可を申請しようと考えて
いますが、このような時間帯を限定した宿日直許可の申請も可能でしょうか。

A. 可能です。このほか、所属診療科、職種、業務の種類（病棟宿日直業務のみ等）を限った申請を行うことが可
能です。

Q. 宿日直許可の回数については宿直週１回、日直月１回の原則には例外があると聞いていますが、実際に例外は
認められているのでしょうか。

A. 実際に例外が認められています。特に、医師不足の地域の医療機関において、週末土日の宿日直体制を確保す
るために遠方から非常勤の医師を確保する場合があるという実態を踏まえた例外などが認められています。



宿日直許可事例、ＦＡＱについて
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下記ＵＲＬ、ＱＲコードの、
「医療機関の宿日直申請に関するご相談について」ページの、
「宿日直許可申請に関する解説資料」内に宿日直の許可事例があります。
また、「医療機関の宿日直許可申請に関する相談窓口ＦＡＱ」内に
宿日直許可に関するＦＡＱの全文があります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24880.html
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４ 各種支援について



医療機関の宿日直許可申請に関する相談を受け付ける窓口の設置
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◇ 令和４年４月から、医療機関の「宿日直許可申請」に関する相談窓口を厚生労働省に設置

◇ 受け付けた相談については、厚生労働省本省で検討の上、回答

※ 訪問による支援が適切な相談など、現地での具体的な支援が有効な相談については、相談者の意向も踏まえ、厚生労働省本省経由で医療勤務環境改

善支援センター（医療労務管理アドバイザー）が必要な支援を実施

宿日直許可の申請を検討している
医療機関（病院・診療所）

宿日直許可申請
に関する相談

（相談する医療機関のイメージ）

・ 労働基準監督署に相談することに対して不安や
ためらいがあるので、実際に相談する前に、監督署
への相談についてざっくばらんに聞きたい。

・ 地域の医療勤務環境改善支援センターや、労働
基準監督署に相談しているが、相談内容について、
厚生労働省本省の専門家にも相談してみたい。

など

厚生労働省本省
（宿日直許可申請に関する相談窓口）

相談内容に即した
助言等

医療勤務環境改善支援センター
（相談した医療機関の所在地を担当）

訪問支援等を実施

※日頃から、医療機関の勤務環境改善に関する相談に
応じ、必要な支援を実施（都道府県ごとに設置）

※ 労働基準監督署に相談したい内容を確認。相談者
の意向を踏まえて、必要な支援を実施。

労働基準監督署

連携
申請・相談

相談
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いきいき働く医療機関サポートWeb（いきサポ）

いきサポのご案内
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いきいき働く医療機関サポートWeb（いきサポ）

いきサポのご案内

【主なコンテンツ】

■国や都道府県、関係団体が行っている
医療勤務改善に関する施策や、セミ
ナー・各種助成金等を紹介

■全国の医療機関が勤務環境改善に取り
組んだ具体的な事例を紹介

■自社の勤務環境や勤務環境改善の取組
状況について自己診断による「見える
化」が可能

⇒同種・同規模の医療機関との比較も
可能



令和５年度「働き方改革推進支援助成金」（病院等）について
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令和５年度「働き方改革推進支援助成金」（病院等）について
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